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第６章 文化財の保存及び活用に関する事項 

１ 京都市全体に関する事項 

⑴ 文化財の保存・活用の現況と今後の方針 

歴史都市・京都は，古代から近代に至る長い歴史を有し，殊に平安遷都以来，日

本の歴史の中心であり続けてきた。このため，各時代において，日本を代表する歴

史的な遺産が生み出され，蓄積されてきた。神社仏閣や仏像・絵巻物など有形の文

化財，伝統芸能や季節ごとの行事など無形の文化財，また美しい町並みと町家，緑

豊かな自然や歴史を重ねた遺跡・名勝地などの記念物はどれもが日本文化の象徴と

もいえるものである。将来にわたって，京都が日本はもとより世界の人々を魅了す

る個性に満ちあふれた都市であり続けるには，優れた文化財の保存と継承はもとよ

り，この文化財が市民の暮らしに息づくことにより，市民に大きな生きる喜びをも

たらし，京都のまち全体を活気に満ちたものとする必要がある。 

そのため，本市としては，市民と共に京都が文化的，芸術的に世界の中でも格別

の位置を占める都市であることを改めて認識したうえで，文化財の保存・活用に積

極的に取り組むこととする。 

とりわけ京都市内には，世界遺産「古都京都の文化財」１４ 件が所在するのを

はじめ，国指定文化財の全国比では，国宝で１９.４％，重要文化財は１４.５％を

占め，国指定，市指定等を合わせると実に２,５００ 件を超す文化財が集積してい

る。 

質，量ともに充実した京都の文化財は，古代から近代に至るまで，各時代の遺産

が重層的に存在していることも他地域に類例がなく,市街地の約３分の１は平安京

跡を中心とした「周知の埋蔵文化財包蔵地」でもある。 

これらの文化財は，京都にとって重要な歴史的な遺産であるとともに，日本の歴

史や文化を理解するための遺産であり，また，日本人のアイデンティティーを示す

ものとして，国内外の人々を魅了し，多くの観光客を迎えている。 

こうした,文化財の保存と活用を図り，我が国の歴史，文化等の正しい理解に資

するとともに，国民の文化的生活の向上に貢献することは私たちに課せられた責務

と考える。このため，京都市では，文化財保護法及び昭和５７年４月に施行した京

都市文化財保護条例に基づき，文化財の保存と活用に努めている。 

京都市には，都心部等に約３万件存在するといわれる町家をはじめ多数の歴史的

建造物が残っている。これまで,京都市近代化遺産調査（平成１１～１４年度），京

都府近代和風建築総合調査（平成１８～２０年度）などの調査を実施し，現存する

歴史的建造物の把握に努めてきた。現在，実施されている京町家まちづくり調査な

どの調査により，未指定文化財の把握をさらに充実していく予定である。こうした

成果に基づき，京都市の歴史，文化等を理解するうえで重要なものを，市文化財と
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して指定・登録し，その保存・活用を進めていく。 

一方で，これらの文化財建造物の多くは伝統的な技術によってつくり出されたも

のであり，それら技術の継承が，文化財建造物の保存には不可欠である。このため，

京都市では，文化財の保存技術の継承を目的として，平成１５年に京都市文化財建

造物保存技術研修センターを設置している。同施設を拠点として，各種団体と連携

することにより，檜皮葺をはじめとした屋根葺，畳製作，建具製作，漆塗り等の保

存技術について，職人の技能研修，一般への普及啓発事業を実施している。今後も

こうした取組みを推進することにより，文化財保存技術の継承に努めていく。 

また、京都にとって重要な歴史的な遺産として，祇園祭や京都五山送り火などの

民俗文化財があげられる。祇園祭については，国庫補助事業によって山鉾などの有

形民俗文化財の保存・修理事業を行うとともに，京都府や関係機関とともに祭礼の

執行に助成を行い，その保存，継承を図っている。五山送り火の執行に対しても，

その保存・継承のために助成を行っている。こうした代表的事例の他，京都の地域

性を有する無形文化について，映像等による記録保存などを通じて，保存，継承を

図っていく。 

これらの多くの文化財は，歴史的風致を形成する重要な構成要素でもあり，歴史

的風致の維持及び向上を図るため所有者，市民と共に積極的な保存・活用を図る。

また，文化財の活用に当たっては，あくまでも文化財の保護を前提とすることから，

保護の為の必要事項を予め定め，調整を図る必要がある。 

本来であれば，個々の文化財の保存管理計画，整備計画が必要ではあるが，現状

ではそこまでは至っていない。今後，個々の文化財の性格を見定めたうえで，可能

な限り保存管理計画，整備計画を作成することとしており，それまでの間は，関係

法令等に基づいて適切な文化財の保存・活用を行うものとする。 

また，これまで，文化財指定等をしているものについては，文化財保護法及び京

都府・京都市文化財保護条例に基づき，保存と活用に努めているが，指定等をして

いない文化財についても積極的に文化財的な価値調査を行い，指定・登録を推進す

るとともに，その保存と活用に努める。 

さらに，京都における歴史的風致の重要な構成要素である京町家について，「京

町家まちづくり調査」を行い，その調査結果を踏まえながら景観重要建造物や歴史

的風致形成建造物の指定を推進し，更には，年々減尐する京町家の保全に関し，民

間事業者等による京町家の活用を推進するため，「京町家を活用したい人」，「京町

家に住みたい人」と「京町家を残していきたい所有者」の需要と供給のマッチング

を図る新たな仕組みづくりの検討などを図っていく。 

 

⑵ 文化財の修理に関する方針 
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京都に残る文化財建造物の多くは，植物性材料によるものであり，日常の管理を

適正に行い，一定のサイクルで修理を実施することが，保存のために重要である。

京都の国宝・重要文化財及び京都府文化財保護条例に基づく府指定・登録文化財の

修理は，京都府教育庁文化財保護課が管轄し，同課に所属する文化財保護技師，伝

統的な木工技術を持つ職人が担当している。国の指定等文化財の修理については，

建造物の歴史や技法についての調査を踏まえ，文化財保護法に基づいて適切に実施

する。必要に応じて，審議会や学術経験者等による修理委員会等に意見を諮り，ま

た，関係機関と連携して実施することとなっている。 

京都市が所有または管理団体になっている国指定の文化財及び京都市文化財保

護条例に基づく，指定・登録文化財の修理指導は京都府の協力を得ながら，本市の

文化財保護技師が行っている。近年では，国庫補助事業として，京都市が管理団体

となっている岩倉具視幽棲旧宅（国指定史跡）の保存修理事業（平成２１～２３年

度）を実施している。 

また，京都市指定・登録文化財については，本市において修理等に関する指導・

助言を行うと共に，修理や維持管理に必要な費用の一部を京都市が補助し，その保

存を図っている。【市指定文化財等助成事業】（昭和５７年～） 

この他，民俗文化財では，国庫補助事業として，祇園祭山鉾（国指定重要有形民

俗文化財）の修理を実施している（昭和３７年～）。 

さらに，市内に所在する多くの未指定文化財についても，今後とも積極的に調査

を実施すると共に，未指定ではあっても文化財としての価値が認められるものの修

理については，有識者の指導の意見を聞きながら，京都市文化観光資源保護基金を

財源とする助成（文化観光資源保護事業）をこれまで以上に充実させて行く。 

 

⑶ 文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針 

●収蔵・活用施設 

京都市は，平安京に関するものをはじめとする膨大な考古資料を所有している。

このため，展示施設として京都市考古資料館，及び９ヶ所の収蔵施設を設置してい

る。 

埋蔵文化財の収蔵スペースの不足がこれまで課題となっていたが，平成２０年に

は伏見水垂収蔵庫を新設し，収蔵機能が大きく改善された。 

収蔵施設に収蔵された埋蔵文化財のうち，重要なものを一般に公開し，普及啓発

を図る施設として，京都市考古資料館を設置している。同館では,常設展示の他，

特別展示（年１回），速報展を行っている。また，文化財講座（年９回）を開催し，

市民向けの普及啓発活動を進めている。 

また，埋蔵文化財収蔵庫については，単に遺物を収蔵する施設に終わらせること
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のないよう，一般に公開し，市民がより良く理解できるような施設に改善していく。 

 

琵琶湖疏水記念館では，国指定史跡である琵琶湖疏水に関する資料を収蔵し，常

設展示を行っている他，調査成果を紹介する企画展示を定期的に行っている。 

 

●文化財建造物等の一般公開及び展示施設への活用 

京都市学校歴史博物館では，京都市内の旧番組小学校に伝わる歴史資料，美術工

芸品を収蔵し，一般に公開している。同施設には，明治初期の番組小学校遺構であ

る旧成徳小学校玄関車寄（国登録文化財）が移築されている。 

本市が所有あるいは管理している建造物，遺跡・名勝地の保存・活用施設として

は，二条城（国指定重要文化財（建造物）），無鄰庵庭園（国指定名勝），旧柳原銀

行（京都市登録建造物）等があり，いずれも常時一般公開されている。二条城では，

建造物の公開の他，障壁画を収蔵する収蔵施設を整備し，一般公開を行っている。

遺跡の整備事例としては，天皇の杜古墳，樫原廃寺跡（ともに国指定史跡）等にお

いて復元整備を実施し，一般に公開している。 

この他，京都市は，国指定有形民俗文化財である祇園祭山鉾の収蔵施設を設置し，

地元町内において収蔵することが不可能な１１の山鉾町の山鉾部材を収めている。 

今後は，これらの施設の積極的な公開を図っていく。 

 

●文化財の案内施設 

京都市では，これまで京都市文化財保護条例による指定・登録等文化財等につい

て，説明板を設置しており，現状で約２００ヶ所において整備されている。今後も

新規の指定・登録等物件について引き続き整備していく方針である。 

また，指定・登録文化財以外の歴史的建造物や記念物については，文化財の理解

に加え観光振興の観点からも，説明板を設置している。 

文化財の存在と，その価値を正しく理解することが，その保存・活用のためには

不可欠であることから，現地でその内容が容易に理解できるよう説明板の設置や，

関連する文化財情報を発信する情報掲示板の充実をこれまで以上に図っていく。 

 

⑷ 文化財の周辺環境の保全に関する方針 

文化財の価値を保全するためには，それ自身の保存のみではなく，その周辺環境

の保全・整備が不可欠である。他都市に比較して，京都には多数の歴史的建造物が

残されており，それらが大きな面的広がりを形成している点が特筆すべき特徴とし

てあげられる。このため，景観の保全施策やまちづくりに関する施策と，文化財保

護政策との連携により，文化財の周辺環境を保全することが，京都における歴史的
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風致の保全にとって重要である。景観規制区域は，世界遺産「古都京都の文化財」

のバッファーゾーンにも設定されている。 

京都の文化財は東山，西山などの周辺部や，歴史的市街地である中心部を中心に

分布している。前者については，歴史的風土保存特別保存地区，歴史的風土保存区

域，風致地区などによって，周辺環境の保全が図られている。 

また，後者の中心市街地については，これまで京都市市街地景観整備条例に基づ

く，界わい景観整備地区，歴史的景観保全修景地区などの政策を実施し，その周辺

環境の整備を図ってきた。さらに，これまでの景観政策を転換し，規制強化を含む

総合的な景観政策として，地域の特性を踏まえた建築物の高さ規制やデザイン規制，

眺望景観の保全，屋外広告物対策，歴史的建造物の保全を柱とした新景観政策を平

成１９年９月から実施し，景観重要建造物の指定も進めている。今後，景観重要建

造物や歴史的風致形成建造物の指定を推進することに加え，年々減尐する町家の保

全に関する新たなしくみづくりの検討などを図ることによって，文化財の周辺環境

の保全を進めていく。 

 

⑸ 文化財の防災に関する方針 

京都市では，「京都市地域防災計画」を策定しており，この中で文化財に関して，

一般災害対策，震災対策の両面において，それぞれ応急対策についてのマニュアル

を作成している。 

平時における防災設備等の整備については，国宝・重要文化財への防災設備の設

置が，文化庁の国庫補助事業として進められており，京都市も国や京都府と連携し

ながら同事業を進めて行く。また，京都市の文化財保護条例による市指定文化財に

ついては，防災設備設置への助成制度により防災事業を進めている。 

文化財周辺の防災事業として，東山区清水地区において，文化財とその周辺を守

る防災水利整備事業を進めている。 

京都市消防局は，文化財の関係者と地域住民が相互に協力して文化財を守るとい

う理念に基づき，「文化財市民レスキュー体制」を整備している。これは，日常に

おける防火対策，災害発生時における初期活動に関して，文化財所有者と地域住民

が協力を行う体制をあらかじめ整備しておくもので，現在，市内２３６ヶ所（平成

２３年２月）において体制が構築されている。 

今後，歴史資産と周辺の町並みを一体的に守るため，「文化財市民レスキュー体

制」をはじめとする地域の自主防災活動と，防災水利整備事業などのハード面での

整備を有機的に連携させ，地域住民とともに守る文化財防災施策を進めていく。 

このほか，現在，市内の文化財関係機関が情報の共有を図るため「京都文化財防

災対策連絡会」が設置され，行政や関係機関の連携によって，情報交換や連絡調整
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を行っており，文化財防災の機能性の向上を図っているが，今後ともこの連携を強

化して行く。 

  

⑹ 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針 

京都市では，京都のまちをより一層魅力的に満ちた文化芸術都市として創生する

ことを目指し，文化施策を総合的かつ計画的に進めるため，京都文化芸術都市創生

計画を策定している。この計画に基づいて，文化財が市民にとってより身近になる

とともに，市民参加によって文化財の保存・活用が図られるしくみづくりを進めて

いく。 

市民が文化芸術に親しむことができるような取組み，文化芸術の次代の担い手を

育てるため，子供の頃から文化芸術を身近に感じ，心から楽しめる感性を育む取組

み，更には伝統的な文化芸術及びこれを支える技術を保存し，継承するとともに，

市民をはじめ広く国内外の人々が伝統的な文化芸術を体験することができる機会

を拡大するための取組みを進める。 

    

⑺ 埋蔵文化財の取扱に関する方針 

京都市内には，多くの埋蔵文化財があり，重点区域のほぼすべてが埋蔵文化財の

包蔵地である。これらは地域の歴史資料であるとともに，我が国の歴史を語るうえ

で欠くことのできない存在でもある。このため，「周知の埋蔵文化財包蔵地」を決

定して，包蔵地内で行われる各種土木工事等について，遺跡を重要遺跡，一般遺跡，

一般遺跡に準じる遺跡の３種類に分類し，工事の規模や内容に応じた遺跡保存等の

ための行政指導を行っている。 

文化庁及び京都府通知に基づき，おおむね中世までに属する遺跡を，「周知の埋

蔵文化財包蔵地」としている。近世に属する遺跡については，京都市域の歴史にお

いて必要と認められる重要な遺跡を，段階的に追加してきており，これまでに公家

町，城郭などを「周知の埋蔵文化財包蔵地」に加えている。今後も有識者等の意見

を踏まえ，重要性の認められる近世遺跡を加えていく方向である。 

京都市内において建築確認申請の必要な建築行為や，５００㎡以上の開発行為に

ついては，建築審査所管部署等の関係部署と連携して，埋蔵文化財に関する所定の

手続きを行っている。また，定期的に市各部局に土木工事を伴う工事計画の照会を

行い，埋蔵文化財包蔵地内での工事計画を把握するシステムを今後はさらに強化し

ていく。 

事前調査として発掘調査を指導する際，一定の要件に適合する埋蔵文化財調査に

ついては，京都市が国庫補助を受けて調査事業を実施している。 

市内の発掘において出土した遺物は，市内９ヶ所に設置された収蔵庫において保
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管・管理している。このうち，重要な遺物については，普及啓発のため，京都市考

古資料館において展示を行っている。 

 

⑻ 文化財の保存・活用に係る体制と今後の方針 

京都市は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23 条第 14 号の規定に

より教育委員会の職務権限とされる文化財の保護に関する事務について，市長部局

である文化市民局文化芸術都市推進室に文化財保護課を置き，その行政を行ってい

る。 

ただし，指定・登録，許可権限等の根幹をなす事務については市教育委員会の処

理することとなっており，その独立性を担保しながら補助執行している。 

現在，文化財保護課には職員２０名を配し，このうち各分野の専門職として１１

名の文化財保護技師（建造物３名，記念物２名，埋蔵文化財４名，美術工芸品１名，

民俗文化財１名）を置いている。なお，このうち文化財保護技師を含む建造物修理

技師２名を二条城に派遣している。 

京都市文化財保護条例に基づき，京都市指定文化財等の諮問・答申機関として京

都市文化財保護審議会を設置している。今回の維持向上計画についても，同審議会

の指導・助言を得ながら進めていく。審議会の構成は以下のとおりである。 

  建造物・環境保全地区部会    ４名 

  美術工芸品部会         ４名 

  無形文化財・選定保存技術部会  ４名 

  民俗文化財部会         ４名 

  史跡・埋蔵文化財部会      ４名 

  名勝・天然記念物部会      ４名 

   

⑼ 文化財の保存・活用に関わっている住民、NPO法人等各種団体の状況及び今後の

体制整備の方針 

京都市内には，ＮＰＯ法人古材文化の会，京町家再生研究会，関西木造住文化研

究会，京町家倶楽部ネットワークなどの団体があり，町家をはじめとする歴史的建

造物の保存活用を図る活動を行っている。こうしたＮＰＯによる活動は，財団法人

京都市景観・まちづくりセンターによってネットワーク化されている。 

京都市では，こうした団体との連携を模索しており，平成２０年度からは，ＮＰ

Ｏ法人古材文化の会と協働して，「京都市文化財マネージャー」制度を発足させた。

また，市民にボランティアとして文化財保護の活動に関わっていただく「みやこ文

化財愛護委員」を創設し，研修会等の育成事業を行っている。 

また,財団法人日本ナショナルトラストは，駒井家住宅（京都市指定文化財）を
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所有し，同建物を保存管理するとともに，建物を活用した様々な活動を行っている。

この他，町家をはじめとする伝統的木造建築を手掛ける職人の団体として，京町家

作事組がある。 

   

２ 重点区域に関する事項 

⑴ 文化財の保存・活用の現況と今後の具体的な計画 

京都市が所管する二条城は，多数の国指定文化財を擁し，世界遺産「古都京都の

文化財」の遺産を構成しており，重点区域の核となるものである。このため，京都

市では，平成１８年度から２２年度において，二条城の建造物の破損状況や耐震強

度等の調査を実施し，修理の基本計画を策定した。平成２３年度より，学識委員の

指導のもと，本格的修理に着手する。この一環として，２０年度において，文化財

建造物の修理技師を２名増員し，維持管理及び保存修理の体制を整備している。 

二条城をはじめ重点区域内の文化財建造物の多くは伝統的な技術が用いられて

おり，それら技術の継承を図っていくことが必要である。このため，京都市文化財

建造物保存技術研修センターを拠点として，各種団体と連携することにより，檜皮

葺をはじめとした屋根葺，畳製作，建具製作，漆塗り等の保存技術について職人の

技能研修を行い，文化財保存技術の継承に努めていく。 

重点区域内における代表的かつシンボル的な無形文化として，祇園祭があげられ

る。祇園祭の保存，継承のため，国庫補助事業として山鉾などの保存，修理を行う

他，京都府や関係機関とともに，祭礼の執行に対する助成を行い，その保存，継承

を図っていく。 

また, 祇園祭は「京都祇園祭りの山鉾行事」として平成２１年９月にユネスコ（国

際連合教育科学文化機関）の「無形文化遺産の保護に関する条約」に基づく無形文

化遺産の登録（「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載）が決定されたこ

とをうけて，平成２１年度には市民的な機運を高めることを目的として，「祇園祭」

や無形文化遺産に関するフォーラムや講演会等を実施する【「祇園祭」世界無形文

化遺産登録準備事業】（平成２０年～）。 

重点区域内には多くの各種指定文化財が存在するが，これら文化財の今後の保

存・活用に関しては，文化財保護法をはじめ，京都市景観計画，京都市市街地景観

整備条例等の関係法令に基づいて適切に対応を図りながら，積極的に推し進めてい

く。 

また，平成２１年度より，国庫補助事業として，「京都岡崎の文化的景観」の調

査検討事業に着手している。 

 

⑵ 文化財の修理に関する具体的な計画 
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重要文化財建造物等の保存・活用のための基本方策 

重点区域内には，数多くの重要文化財建造物等が存在するが，重要文化財及びそ

の他の文化財については今後とも積極的に整備し，保存・活用を図っていく方針で

あるが，この事業を進めるにあたっては，文化財保護法をはじめとする関係法令を

遵守するとともに，関係機関，有識者等の指導の基に，訪れた人々が，地域ごとに

特色のある多様な歴史的風致を感じ取れるように心がける。 

その中でも代表的なものと，その他の重点区域で核となる重要文化財建造物等の

保存・活用のための基本方策を次のとおりとする。 

 

●伝統的建造物群保存地区 

京都市内には 4 地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されており，このうち，

産寧坂地区，祇園新橋地区，上賀茂地区の３地区が重点地域内に位置する。重要伝

統的建造物群保存地区では，伝統的建造物群を維持していると認められる建造物そ

の他の工作物を伝統的建造物に定め，伝統的建造物群と一体を成す環境を保存する

ために特に必要と認められるものを環境物件として定めている。 

伝統的建造物及び環境物件については，主としてその外観を維持するため復原的

な修理を行う。伝統的建造物以外の建築物等については，保存計画に定められた基

準に従って，周囲の伝統的建造物の特性と調和するよう修景を進めていく。その他，

当地区の保存のため必要な施設及び設備並びに電線共同溝の整備や架空線整理，電

柱・共用照明柱等の美装化など無電柱化等事業を推進していく。 

環境の整備を行うとともに地区の保存のため必要と認められるときは，建造物等

及び環境物件の修理，修景等に要する経費の一部について，補助金交付規則により

補助している。【伝統的建造物群保存事業（支援事業：国宝重要文化財等整備費補

助金，文化庁）】（昭和 51～） 

なお，地区内の建造物の新築等には市長の許可が必要である。 

 

●二条城二之丸御殿他構造及び破損調査工事事業，二条城二之丸御殿障壁画等保存

修理事業 

京都市では，平成１８年度から２２年度において，二条城の建造物の破損状況や

耐震強度等の調査を実施し，修理の基本計画を策定した。平成２３年度～２５年に

おいて，唐門，築地の修理を実施する。以降，二之丸御殿等の本格的修理の実施を

予定している。 

二条城には，重要文化財（美術工芸品）である二之丸御殿障壁画（９５４面）が

残っている。これらについては，模写を行い，嵌め換え作業を順次進めている。模

写作業の終了した障壁画は，城内に設置された収蔵庫に収蔵し，一般にも公開して
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いる。また，これまで実施してきた二之丸御殿の障壁画（重要文化財美術工芸品指

定分）の模写及び嵌め換え作業を継続し，オリジナル作品の収蔵庫による保管管理

を進めていく。 

（事業予定年度） 

＊昭和 47 年～平成 19 年  ６３５面完了（全体の６１．３％） 

平成 20 年～平成 22 年       ６５面実施予定 

 

一方，広い城内を活用して世界遺産コンサートやライトアップ，生け花展示など

のイベントが行われている。今後も，文化財の保存とのバランスを図りながら，都

市中心部のイベント空間として多機能な活用を行う。 

 

●都市公園事業【淀城跡公園】 

現在，淀城公園内に残る淀城跡の内堀及び公園整備を行い，淀地区の活性化を図

る。 

事業内容は，本丸広場の整備と芝生広場の整備及び内堀の復元である。 

この淀城跡公園の再整備は，本丸の石垣や内堀等の城跡を歴史的財産として保全

するとともに，公園本来の機能に加え，交流の場，観光やレクリエーション資源，

賑わい空間の創出等，地域に活力を生み出す機能を付加するものである。整備に当

たっては，『淀城大絵図』（１７世紀中頃の作成）等の古絵図を参照に関係機関や有

識者の指導の基に行う。 

（事業予定年度） 平成２５年～平成３０年 

   

●岩倉具視幽棲旧宅保存修理 

国庫補助事業として,京都市が管理団体となっている史跡岩倉具視幽棲旧宅の主

屋，付属屋等の保存修理事業を行う。 

（事業予定年度） 平成２１年～平成２３年 

 

●鳥彌三修理事業 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく修理修景補助事

業として鳥彌三（国登録）の建物全体の構造補強と，併せて行う屋根・外壁等の修

理について助成を行う。 

（事業予定年度） 平成２１年～平成２３年 

 

●山中油店修理事業 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく修理修景補助事
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業として山中油店（国登録）の店舗の構造補強を行う。 

（事業予定年度） 平成２２年～平成２３年 

 

●胡乱座修理事業 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく修理修景補助事

業として胡乱座（国登録）主屋の大屋根の修理と，併せて行う外壁等の修理を行う。

また，離れの大屋根の修理も順次行っていく。 

（事業予定年度） 平成２１年～平成２３年 

 

●京都市指定登録文化財修理等助成事業 

第７章（P.325）参照 

 

●伝統的建造物群保存事業 

第７章（P.325～P.326）参照 

 

●歴史的町並み再生事業 

第７章（P.327～P.338）参照 

 

⑶ 文化財の保存・活用を行うための施設に関する具体的な計画 

●文化財展示施設 

文化財の展示施設として，京都市考古資料館がある。同館は，京都市内の遺跡か

ら発掘された埋蔵文化財資料のうち，特に重要なものを展示するため，昭和５４年

に開設された施設である。常設展示とともに，特別展示（年１回）と，重要な発掘

成果が得られた際に速報展を行っている。この他，京都市では，埋蔵文化財の収蔵

庫を市内９箇所に設けている。このうち，平成２０年に設置した淀水垂収蔵庫には，

資料の閲覧スペース等が設けられており，普及啓発事業にも活用する予定である。 

また，京都市学校歴史博物館では，京都市内の旧番組小学校に伝わる歴史資料，

学区出身の芸術家から寄贈された美術工芸品を収蔵し，常設展・企画展によって一

般に公開している。同施設には，明治初期の番組小学校遺構である旧成徳小学校玄

関車寄（国登録文化財）が移築されている。 

 

●文化財建造物の一般公開及び展示施設への活用 

建造物や遺跡・名勝地などの文化財保存・活用施設としては，二条城，旧武徳殿

[重要文化財]，無鄰庵[国指定名勝]，旧柳原銀行[京都市登録文化財]，京都芸術セン

ター（旧京都市立明倫小学校）[国登録文化財]，京都国際マンガミュージアム（旧
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京都市立龍池小学校）[国登録文化財]がある。 

また，平安京造酒司倉庫跡（京都市指定史跡）では，遺構明示の整備を行ってい

る。 

 

●文化財についての説明板の設置 

京都市では，これまで京都市文化財保護条例による指定・登録等文化財等につい

て，説明板を設置している。京都市内において約２００ヶ所が整備されており，そ

のうち約７０ヶ所が重点区域内にあたる。今後も新規の指定・登録等物件について

引き続き整備していく方針である。 

また，指定・登録文化財以外の歴史的建造物や記念物については，文化財の理解

に加え観光振興の観点からも，説明板を設置している。 

その他，歩行者の回遊性と利便性を向上させるため，後述の第７章に記載してい

る『観光案内標識の充実整備』を行うなど，文化財や歴史的資源への理解につなげ

る整備を図る。 

 

⑷ 文化財の周辺環境の保全に関する具体的な計画 

重点区域の核の一つである二条城は，城内が史跡，特別名勝等に指定されており，

文化財保護法に基づき現状変更が厳しく制限されている。このため，国宝・重要文

化財建造物の周辺は，良好な環境が保たれている。また，これまでの景観政策を転

換し，規制強化を含む総合的な景観政策として，地域の特性を踏まえた建築物の高

さ規制やデザイン規制，眺望景観の保全，屋外広告物対策，歴史的建造物の保全を

柱とした新景観政策を平成１９年９月から実施している。こうした景観政策によっ

て，文化財の周辺地区における歴史的景観の保全，デザインの規制・誘導，眺望の

維持などを図っていく。 

ア 景観の保全・再生施策の推進 

平成１９年９月から実施している新景観政策に基づき，地域の特性を踏まえた

建築物の高さ規制やデザイン規制，眺望景観の保全，屋外広告物対策，歴史的建

造物の保全を着実に推進し，歴史的風致の維持向上を図る。 

イ 公共施設整備による周辺環境の整備 

歴史的風致を形成する重要な要素である道路や公園などの環境整備を図る。具

体的には，道路の無電柱化や美装化に取り組み，町並みと道路空間が一体となっ

た歴史的空間の環境整備を図る。 

ウ 周辺の町並みと調和する防災機能の向上 

歴史資産と周辺の町並みを一体的に守るため，地域の自主防災活動の充実，歴

史的な町並みの保全・再生，そして防災機能の向上を図り，地域住民とともに防
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災まちづくりを推進する。_ 

また，重点地区内に位置する世界遺産の構成要素を中心とした文化財について，

先に述べた新景観政策における規制によって，その周辺環境の保全を図っていく。

こうした景観行政と文化財保護行政の連携を積極的に推進し，文化財の周辺環境

の保全に努める。 

 

⑸ 文化財の防災に関する具体的な計画 

●ソフト面における防災体制の整備 

京都市は，伝統的な木造建築物が密集する中に文化財が存在するという都市特性

から，これまでも,大規模火災に伴う文化財の焼失が危惧されてきた。このため,数

多くの貴重な文化財が点在する京都市域を火災等の災害から守るため，消防体制の

整備に力を入れ，昭和３１年から他都市には例のない，全家庭への防火訪問を実施

し，昭和３２年には全国に先駆けて，文化財が所在する区域における喫煙・たき火

等の制限及び制限制札の掲出を制度化するとともに京都市独自の文化財防火運動

を展開してきた。昭和４８年には全国唯一の「文化財係」を消防本部に設置し，文

化財への指導体制の強化を図っている。 

また，「京都市地域防災計画」を策定し，災害時及び震災時における，文化財に

ついての応急対策のマニュアルを作成している。同計画に基づき災害時における文

化財防災体制を整えている。 

さらに，京都市消防局では，文化財所有者と地域住民が協力を行う体制を確立す

る「文化財市民レスキュー体制」の整備を進めている。現在，市内２３６ヶ所（平

成２３年２月）において体制が構築され，こうした体制に対して，育成指導を行い，

自主的活動の促進を図っている。 

 

●ハード面における防災体制の整備 

文化財の災害を予防するための防災設備等の整備については，国宝・重要文化財

への防災設備の設置が，文化庁の国庫補助事業として進められている。京都市の文

化財保護条例による市指定文化財については，助成制度により，防災設備の設置を

積極的に進めている。 

また，京都市では，多数の国宝・重要文化財や，伝統的建造物群が存在する東山

区清水地区の防災事業として「文化財とその周辺を守る防災水利整備事業」（平成

１８～２２年度）を実施中であり，大規模貯水槽や配水管の設置事業を進めている。 

本事業は，歴史的風致の核となる文化財と歴史的風致の重要な構成要素である歴

史的な町並みの残るその周辺地域を火災から面的かつ広域的に守ることが可能と

なり，文化財や歴史的な町並みを活かしたまちづくりの推進につながる。 
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⑹ 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画 

ソフト事業においても，人材育成・技術研修など行い，未指定・未登録文化財を

含めた歴史的な資産の保存・活用を推進する。 

日本独自の伝統文化の継承を図るため，学校教育や生涯学習などを通じて，広く

市民に伝統産業に親しんでもらう取組や伝統産業の魅力を伝えるため，観光事業等

と連携を図り，市民や観光客が伝統産業に触れる機会を作るとともに，全国に向け

た効果的な情報発信に取り組む。さらに，伝統産業が持つ高度な技術や貴重な技法

を次の世代へ継承するための取組，後継者の育成のための取組，伝統産業の活性化

を推進するための拠点となる施設の機能の充実を図る。また，伝統産業のほか，京

野菜，北山丸太を産する農林業などの産業の振興施策を図っていく。また，文化財

の保存・活用を市民が支える体制を整えるためには，伝統文化や伝統産業の魅力を

広く伝え，その継承を図っていくことが重要である。このため，学校教育や生涯教

育などによって，市民に伝統文化や伝統産業に親しんでもらう取組みを進めていく。 

文化財の保存・活用においては，地域のまちづくり活動，市民団体，ＮＰＯ法人

との連携を図るため，文化財の市民への周知や，文化財への愛護意識を高めること

が重要であると考えられる。このため，現在実施している以下のような普及啓発活

動もさらに充実させていく。 

ア 「京都市の文化財展」開催 

京都市歴史資料館において，隔年で，新指定・登録文化財を紹介する展示を実

施している。 

イ 出版物の発行 

京都市文化財保護課における文化財調査の成果や，新指定・登録文化財を紹介

する冊子（有償）を，毎年発行している。 

ウ 講座・講演会，ウォークラリーの開催 

京都市考古資料館における「文化財講座」（年９回）を開催している。また，

文化財保護課職員が，大学集中講義，京都市の生涯学習施設の講座などを担当し，

市民や学生への文化財保護の普及啓発を行っている。この他，文化財を結ぶウォ

ークラリーや記念イベント等を随時実施している。京都の文化財を全国に向けて

普及啓発する試みとしては，首都圏在住者を対象に東京及び京都で講演会と現地

見学会を開催している。 

エ 京都市文化財マネージャー制度 

歴史の深い重層性を有し，戦災を受けなかった京都には，多数の神社仏閣や都

心部等に約３万件存在するとも言われる町家をはじめ，近代洋風建築，近代和風

建築，近代化遺産など，膨大な歴史的建造物が現存している。これらの建造物を
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調査し，文化財等の制度によって保存，活用を図るためには，多くの人材が必要

であるが，そうした専門性を有した人材は不足している。このため，京都市では，

平成２０年度から文化財マネージャー制度を創設し，未指定・未登録文化財を含

めた広義の文化財について，調査や保存，活用に携わることのできる民間の人材

を，育成する事業を行っている。 

平成２０年，京都市文化財保護課，NPO 法人古材文化の会，財団法人京都市

景観・まちづくりセンターの３者により京都市文化財マネージャー育成実行委員

会を設立した。建築士をはじめとした建築的素養を有する民間の人材を対象とし，

年１回，京都市文化財マネージャー育成講座（６６時間）を開催している。講座

修了生のうち，希望する者を，京都市が京都市文化財マネージャーに登録してい

る。（平成２３年３月末現在で１４２名を登録済である。） 

今後，狭義の文化財にとどまらない景観形成やまちづくりの資源となる文化財

的建造物の調査，保存・活用のための活動に，文化財マネージャーを活用する予

定である。また，文化財マネージャーが，自身の活動において文化財に関する知

識を活かすことによって，歴史的建造物の修理・改修等の質が向上し，総体とし

て文化財保護に資することが期待される。 

オ みやこ文化財愛護委員 

より多くの市民が文化財を身近なものとして親しみ，文化財保護に対する理解

と認識を深めることを目的として，平成２０年度よりみやこ文化財愛護委員制度

を実施している。文化財愛護への

熱意を持つ市民を募集し，各種文

化財の講座を開催する（５０名）。

修了者には文化財の保存・活用事

業に参画してもらうことを期待し

ている。 

カ 文化財建造物保存技術普及啓発

事業 

平成１３年に文化庁が創設した

「ふるさと文化財の森構想」事業

の助成を受け，京都市は平成１５年度に京都市文化財建造物保存技術研修センタ

ーを設置した。日本の伝統的建造物には屋根材に植物材料（檜皮葺，杮葺，茅葺）

の建築が数多いが，近年，檜林・茅場等の減尐や職人の後継者不足によって，材

料となる檜皮や茅などの供給が不足している。同センターは，材料の安定供給を

図ることを目的として，原皮師（檜の皮を剥ぐ職人）をはじめとする職人の育成

や，檜皮葺，柿葺，茅葺に関する普及啓発を行うための施設として建設された。 

      

写真 6-1 京都市文化財保存技術研修センター 
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京都市では，同センターを活用して，（社）全国社寺等屋根工事技術保存会と 

の連携によって，「ふるさと文化財の森システム推進事業」として，檜皮等の

採取加工の実演や，文化財の見学会などの普及啓発事業を実施している。また，

全国社寺等屋根工事技術保存会による原皮師などの職人の育成のための伝承者

養成事業【文化財保存技術保存事業（国庫補助：文化庁）】（平成 16 年度～）の

拠点ともなっている。 

キ 「文化財保護に関するよろず相談」の実施 

指定・未指定を問わず文化財の所有者を対象に，文化財に係る修理や保存方法，

助成制度や融資制度等に関するあらゆる相談を受ける相談会を毎年９月に実施

している。同事業は，（財）京都文化財団が主管し，京都府文化財保護課，京都

市文化財保護課，京都市消防局予防部，（財）京都市文化観光資源保護財団，古

文化保存協会が参加して実施されている。 

 

⑺ 埋蔵文化財の取扱に関する具体的な計画 

●「周知の埋蔵文化財包蔵地内における取扱い要綱」の改訂 

平成１２年３月に作成された「周知の埋蔵文化財包蔵地内における取扱い要綱」

を，平成１６年 1 月及び平成１９年４月に改訂した。「周知の埋蔵文化財包蔵地」

のうち，全ての土木工事に届出が必要となる，「重要遺跡」を４ヶ所から２３ヶ所

に増やし，規制を充実した点が主な改訂点である。このうち重点区域内では，西寺

跡，羅城門跡，教王護国寺跡が，新たに加えられた重要遺跡に該当する。この「重

要遺跡」は，今後の調査により増加していくことが見込まれている。 

また，発掘事業の実施中に，重要と認められる埋蔵文化財遺構が出土した場合に

は，関係機関と協議の上，可能な限り遺構の破壊回避措置が図られるよう努めてい

く。 

 

●「京都市遺跡地図台帳」の改訂 

「京都市遺跡地図台帳」は昭和４７年度に作成され，以降，改訂を重ねてきたが，

平成１９年３月には，さらに改訂を加え新規の遺跡２９件を加え，「周知の埋蔵文

化財包蔵地」を充実させた。 

京都市では，現在，近世に属する遺跡として公家町，城郭跡等を「周知の埋蔵文

化財包蔵地」に含めている。今後，公共工事等においては，近世の遺跡のうち，町

家の変遷を考古学的に検証する上で重要な遺跡などについて，対象として含めるこ

とを検討している。 

      

⑻ 文化財の保存・活用に関わっている住民、NPO法人等各種団体の状況及び今後の
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体制整備の具体的な計画 

本市においては，文化財の保護及びその指導，市所有管理文化財の維持管理など

の実務について，文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課で行っている。町並

み保全や重要伝統的建造物群保存地区を所管する都市計画局とは，これまでも未指

定文化財の発掘，登録，景観重要建造物の指定など，緊密に情報交換を行い推進し

ているところである。 

 

●文化財の保存・活用に関わっている各種団体 

文化財の保存・活用に関わっている主なＮＰＯ法人等各種団体として，下記の団

体がある。 

ア 財団法人京都市埋蔵文化財研究所 

埋蔵文化財の調査，研究，保護を目的として，京都市の出えんにより昭和５１

年に設立された。埋蔵文化財の発掘調査・保存，研究及び出版物の刊行などを主

な事業としている。また，埋蔵文化財についての市民講座，現地説明会などを実

施し，一般への普及啓発にも努めている。 

 

イ 財団法人京都市文化観光資源保護財団 

京都の文化財，観光資源の保護を願う財界，文化人など各界有志の賛同を得て，

昭和４４年１２月１日に設立した財団法人京都市文化観光資源保護財団がある。 

この団体は，京都市の出えん金によって設立したが，日本人の心のふるさとと

しての京都の文化観光資源を守り，後世に引き継ぐため市民・国民各層から浄財

を集め，これを京都市文化観光資源保護基金に積み立て，その運用果実によって

文化観光資源の保護とその活用，豊かな文化の創造に寄与する下記事業を実施し

ている。 

 

○文化観光資源等に対する助成 

・ 文化財所有者，管理者の行う文化観光資源（建造物・美術工芸品・庭園等）の

保存修理，防災施設等の保護事業 

・文化観光資源を取り巻く自然環境の保全とその整備 

 

○伝統行事，芸能の保存及び執行に対する助成 

・葵祭,祇園祭,時代祭,京都五山送り火の四大行事 

・上記以外の伝統行事，伝統芸能の保存執行 

 

○文化観光資源の管理 ・京都市管理史跡等の保存管理業務の受託 
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○文化観光資源に関する調査研究事業 

・伝統行事芸能の実態調査及び写真記録 

・助成対象文化財等の調査・資料の収集，国（文化庁）による文化的景観モデル事

業（北山杉の林業景観の保存・活用事業調査）の受託 

 

○文化観光資源保護思想の啓発普及事業 

・印刷物の発行，文化財特別公開や京の郷土芸能まつり等の文化観光資源公開事業

の実施 

・伝統行事芸能功労者並びに文化観光資源保護協力者に対する表彰など 

 

ウ 財団法人京都市景観・まちづくりセンター 

行政，住民，企業の連携を図り，京都らしい景観の保全・創造を図ることを目

的として，平成９年に京都市の出えんによって設立された。地域におけるまちづ

くり活動の支援，町家など歴史的建造物の所有者への窓口相談事業などを行って

いる。継続して，京町家の分布及びヒアリング調査を実施している。平成１７年

には京町家まちづくりファンドを設立し，基金財源により，町家改修への助成事

業を実施している。景観法に基づく景観整備機構にもなっており，景観行政，文

化財保護行政とも連携して事業を進めている。 

 

エ ＮＰＯ法人古材文化の会 

ＮＰＯ法人古材文化の会は，平成６年に設立され，京都を中心として歴史的建

造物の調査，保存・活用，古材の再利用などの活動を行ってきた。平成１７年か

らは，「伝統建築保存・活用マネージャー養成講座」を実施し，歴史的建造物に

携わる人材の育成を図ってきた。こうした実績に鑑み，京都市では，平成２０年

度よりＮＰＯ法人古材文化の会，財団法人京都市景観・まちづくりセンターとの

３者で京都市文化財マネージャー（建造物）育成実行委員会を設立し，京都市文

化財マネージャー（建造物）育成講座を実施し，歴史的建造物の調査，保存・活

用に携わることのできる人材の育成を行っている。 

 

オ 財団法人日本ナショナルトラスト 

昭和４３年に設立された。駒井家住宅（京都市指定文化財）を所有しており，

その保存を図るとともに，一般公開や文化的行事の開催など，保存・活用事業を

実施している。 
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●関係機関・団体との体制整備 

文化財の防災対策として，昭和３７年７月に壬生寺，９月に妙心寺が相次いで火

災にあったことを契機として，京都市消防局が京都の文化財保護に関わる機関等に

結成を呼びかけ，同年１０月に「京都文化財防災対策連絡会」を発足した。現在で

は京都府教育庁指導部文化財保護課，京都府警察本部生活安全企画課，京都市消防

局予防部文化財担当，京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課，京都市

都市計画局都市景観部景観政策課など文化財・まちづくり・消防・警察関係局と文

化財関連団体によって構成され，年間４回の会合を開催し，文化財防災に関する情

報交換を行っている。また，災害時の連絡網を作成し，緊急対応の体制を整えてい

る。 
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図 6-1 京都市遺跡地図 


